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Ⅰ：定例理事会報告 第 7回（12/19）文化センタ－にて開催。 
（1）月次報告（11月分） 

 
 窓口来客者数   ☞ 241 名 
 
 入居、転居    ☞  0名 
 
 来客駐車場利用状況☞ 178 台 
（設置台数 10 台） 

 
 給水点検 11/2，17☞   良好 
 
 採水点検 11/2  ☞   適合 
 
 車庫証明発行   ☞ 2 件 
 
 団地内巡回    ☞  22 回 
 
 リフォ－ム申請  ☞  7 件 

 
 組合費、修繕費積立金、棟別修繕費積立金、すまい・る債 ☞ 変動なし 
 

 未収入金督促管理状況 
 

1 ヶ月滞納者    ☞ 1 名 
12 ヶ月滞納者   ☞  1 名 

 
 
 

 
（2）各担当業務報告 
 

 総務（12/19） 
 

 補助金申請について 
 

12 月 9 日（木）＆12 月 12 日（日）に省エネ達成確認の調査が実施され, 
3 号棟も ％となり全棟とも最低基準をクリアしました。 
注）詳しくは 5ページのⅡ「更新工事補助金情報」をご覧ください。 
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 未収金住戸について 
棟別修繕費積立金の値上げ分を 11 ヶ月拒否している組合員に対し、管理組合 
規約、細則に従い法的措置を講じる事とし、12 月 16 日に弁護士との打ち合 
わせを行った。 
 

 不使用のパソコンについて 
IT 委員会のメンバ－で確認したところ、使用不可と判断し破棄する事とした。 
 
 

《審議》 
 更新工事終了に伴い、今後の工事の参考とする為にアンケ－トを実施する。 

全会一致で承認された。 
 
 シュレッダ－の購入について 
管理組合でシュレッダ－を新規購入する事とした。 
全会一致で承認された。 
 

 管理事務所でのコピ－料金について 
  第 8 団地と同一条件、同額料金に変更する。 

カラ－： 円/枚 → 円（自治会等）・ 円（個人） 
白 黒： 円/枚 →  円（自治会等）・ 円（個人） 
全会一致で承認された。（注：自治会等は用紙を持ち込み） 
 
 

Ⅱ：更新工事補助金情報（12/12）  
 

 12 月 12 日時点での省エネ達成率（各棟とも 51％以上達成） 
01 号棟： ％ （ /25 戸） 
02 号棟： ％ （ /25 戸） 
03 号棟： ％ （ /20 戸） 
04 号棟： ％（ /18 戸） 
05 号棟： ％（ /30 戸） 
06 号棟： ％ （ /20 戸） 
07 号棟： ％ （ /30 戸） 
08 号棟： ％ （ /20 戸） 
09 号棟： ％ （ /20 戸） 
10 号棟： ％（ /30 戸） 
平 均： ％（ /238 戸） 
 
1 月 16 日に追加訪問調査を実施します。 
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Ⅲ：委員会報告 
 

 〖長期修繕計画専門委員会〗（12/05） 
 

 階段手摺アンケ－トについて 
  アンケ－トを分析して、1・2・8号棟は必要としないが 80％であり、それ以外の

棟では設置希望が 30％有った。現状では必要としている割合は少ないが、今後
必要となった場合にスム－スに対応できるように多岐にわたり検討してゆく事
とした。 
 

 マンションの中古物件流通へ新制度（マンション管理計画認定制度） 
  中古マンションの管理の状況などを評価して公表したり、長期優良住宅の認定を

取りやすくしたりする新制度は、高齢化に伴う「マンション空き家」の未然防止
を狙っている。 
国交省は「居住者にとっても、適切な管理をすれば資産価値が高く保たれ、市場
でも評価され安心感につながり、管理活動を活発化する動機づけになる」と期待
している。 
 

 
 〖規約整備委員会〗（12/05） 
 
 特別負担金の請求等に関する細則の一部改正について 

一定の方向性は確認できたので、次回は審議する場となる。 
 
 理事会からの削除依頼事項の、長期修繕計画専門委員会細則、附則第 2項につい

て討議した。 
今後、附則に記載された経緯も含め討議してゆく。 

 
 
 〖IT 委員会〗（12/19） 
 サーバ－運用状況（12 月） 

HP アクセス数     ☞  2,346 件 
 

 階段掲示物・広報掲載 ☞    3 件 
広報 7号 
自治会だより 
雑排水管高圧洗浄の日程変更 

 
 HP 項目の見直しについて 
  変更事前準備中（1月 6日トップメニュ-構成一部変更） 
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 IT 委員会業務/作業内容について 
  東松山市の防災情報の一部がハザ－ドマップへリンク付けされた。 

 
 

 各棟、その他報告 
 
 駐輪場の照明も LED に交換した方が、電気代の節約にもなる為、替え置き 
  の蛍光管が無くなり次第換えてゆく方針とした。 
 
 管理組合として火災保険には加入しているが、地震保険には未加入である。 

埼玉県の地震発生率が以前より高く成った訳では無いが、関東の沿岸部地 
域の地震保険に合わせた結果値上がりする為、加入の是非を今後の検討課
題とする。 

 
 
 
Ⅳ：その他 

 
    新型コロナ、オミクロン株について 

 
 
                    軽症と言われていますが？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊ 三密を避ける 
＊ マスクをする 
＊ 消毒 
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〖 国交省への補助金申請について-パート 2 〗 
 

12月の調査で全棟とも最低の過半数 51％はクリアしました。 
 

12月に補助金対象住戸への訪問調査が 9日、12日に行われました。
二日間の合計で 25 住戸が追加達成住戸と成り、合計「 」住戸と成
りました。 
この結果をもって、1月下旬に （株）は最終達成住戸の件数
を国交省へ審査申請します。 
しかし、12 月の訪問調査時に数件の未達成住戸で、あと少しの LED 
の交換等で、対象住戸となるところも有り、近々に達成してもらえそ 
うな住戸も有り、1 月の 16 日に、臨時訪問調査を行う運びとなりまし
た。 

 
また、補助金支給額が、おおよそですが具体的になってきました。 

現在当団地の全住戸は 238住戸であり、補助金対象住戸は 住戸（12
月 12日現在）と成りました。 
 

補助金額＝対象工事費 × 1/3 × クリア比率住戸 
 

捕らぬ狸の皮算用をしてみます。 
 

万円 ✕ 1/3 ✕ ％（達成比率）≒ 万円+α。 
 
注）前回の広報で記載した対象工事費は、消費税込みでしたので今回は 

消費税無しの金額で計算しています。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

『凧あげ』、最近は余り見かけませんね。 
 


